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平成30年６月12日  
株 主 各 位 

 
福井市順化１丁目６番９号 

 
 

取締役頭取 渡 邉 健 雄 
 

第110期定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、当銀行第110期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申し上げます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので
後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、お手数ながら同封の議決権行使書用紙
に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月26日（火曜日）午後５時30分ま
でに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。 

敬 具 
記 
 1.  日 時 平成30年６月27日（水曜日）午前10時 

2.  場 所 福井市順化１丁目６番９号 当銀行本店３階会議室 
3. 目 的 事 項  
 報 告 事 項 1. 第110期 （平成29年４月１日から 平成30年３月31日まで ）事業報告および計算書類の内
  容報告の件 
  2. 第110期 （平成29年４月１日から 平成30年３月31日まで ）連結計算書類の内容報告なら
  びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告

の件 
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 決 議 事 項  
 第１号議案 剰余金の処分の件 
 第２号議案 定款一部変更の件 
 第３号議案 取締役８名選任の件 
 第４号議案 監査役１名選任の件 
 第５号議案 補欠監査役１名選任の件 
 第６号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 

以 上 
 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にてご提出
くださいますようお願い申し上げます。 
 
◎インターネット開示事項について 
（1）本招集ご通知に提供すべき書類のうち、計算書類の「個別注記表」および連結

計算書類の「連結注記表」につきましては、法令および定款第17条の規定に基
づき、インターネット上の当行ホームページ（http://www.fukuho.co.jp/）
に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。な
お、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成する
に際して監査した計算書類および連結計算書類には、本招集ご通知添付書類に
記載のもののほか、この「個別注記表」および「連結注記表」として表示すべ
き事項も含まれております。 

（2）株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生
じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 行 ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.fukuho.co.jp/) に修正後の事項を掲載いたしますのでご了承く
ださい。 
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（添付書類） 
 

第110期 ( 平成29年４月１日から 平成30年３月31日まで ) 事業報告
 

１ 当行の現況に関する事項 
 
（1）企業集団の事業の経過及び成果等 
 
 ここに当行グループ第110期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）の営業の概況
と決算につきまして、ご報告申し上げます。 
 
 【企業集団の主要な事業内容】 
  当行グループは、当行、連結子会社１社で構成され、銀行業務を中心に金融サービス事業を
展開しております。その主要な事業内容は次のとおりです。 
  当行は、銀行業務として預金、貸出、商品有価証券売買、有価証券投資、内国為替、外国為
替、社債受託および登録、付帯業務として国債等の窓口販売、証券投資信託の窓口販売、損害
保険・生命保険の窓口販売等を行い、連結子会社である福邦カード㈱は、クレジットカードお
よび信用保証の業務を行っております。 
 
 【金融経済環境】 
  当期における国内経済を顧みますと、国内需要は企業収益が改善し、企業の業況判断も改善
しております。設備投資は緩やかに増加し、また雇用・所得環境の着実な改善が続く中で、個
人消費は持ち直しているほか、住宅投資は弱含んでおります。公共投資は底堅く推移し、海外
への輸出および輸入は、持ち直しております。 
  先行きについては、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな
回復に向かうことが引き続き期待されます。 
  また、当行グループの主たる営業基盤である福井県内経済においては、製造業の生産は緩や
かに拡大しており、スマートフォン向けを中心に拡大、輸送機械も自動車変速装置部品を中心
に緩やかに拡大し、繊維が非衣料向けで堅調であり、全体では緩やかに持ち直しつつあります。
設備投資も製造・非製造業ともに増加見通しであり、個人消費は回復しております。公共投資
は前年を下回り、住宅投資は回復しつつあります。なお雇用情勢は着実に改善しており、人手
不足感が強まっております。 
  先行きについては、企業収益や雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果で、景気
の回復基調が続くことが期待されますが、海外景気の下振れ、人手不足に伴う企業活動への影
響など、その動向に引き続き注視する必要があると考えます。 
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 【事業の経過及び成果】 
  法人および事業主のお客さま向けには、｢徹底した本業支援」を掲げ、当行をメインバンク
とするお取引先の満足度を高めてまいります。具体的には、補助金申請支援やビジネスマッチ
ング、後継者不在先への事業承継支援に取組み、資金需要を創造する提案営業を展開しており
ます。また役職に応じた訪問先の明確化、本部専門部隊の育成強化を行い、平成29年４月よ
り法人営業グループを14名体制に増員しております。 
  個人のお客さま向けには、地域の「生活アドバイザー」として、お客さまの資産形成等に貢
献すべく、個人の身近なお悩みや相談に応える金融サービスを行ってまいります。平成29年
４月より、福井市中心部のフェニックス通り支店に本部専門部署を移転し、営業時間を延長す
るなどお客さまから相談しやすい体制としております。 
  効率的な業務運営に向けた取り組みとしては、平成29年４月より営業時間の短縮を３店舗
で導入、本部組織も８部署25グループから８部署20グループに再編しております。また事務
精度向上と事務時間短縮に向け、平成29年６月にオープン出納機を全店に導入しております。 
  当期の連結ベースでの業績は、次のような営業成績を収めることができました。 
  主要勘定につきまして、預金は、法人預金及び公金預金の増加により、期末残高は前期末比
33億77百万円増加して、4,267億89百万円となりました。 
  貸出金は、消費者ローン及び法人向け事業性融資がともに増加したことにより、期末残高は
前期末比57億73百万円増加して、3,076億44百万円となりました。 
  また、有価証券は、リスク管理と効率運用に努め、期末残高は前期末比224億67百万円減
少して1,016億82百万円となりました。 
  損益状況につきましては、経常収益は、役務取引等収益及び有価証券売却益が増加したこと
等により、前期比３億30百万円増加の93億67百万円となりました。また、経常費用は、有価
証券売却損及び次期勘定系システム構築費用の増加により、前期比８億18百万円増加して88
億41百万円となりました。 
  この結果、経常利益は前期比４億87百万円減少し、５億26百万円となりました。 
  親会社株主に帰属する当期純利益については、税金費用は減少したものの経常利益の減少に
より前期比３億39百万円減少の３億91百万円となりました。 
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 【当行及び連結子会社の対処すべき課題】 
  地域金融機関を取り巻く環境は、人口減少や高齢化、金融機関の競合等により、厳しさを増
しております。このような環境の中、当行はお客さまとの間で長く続いた親密な関係を強化・
維持し、ニーズに応じた金融サービスを提供する地域密着型金融の推進を基本とし、お客さま
の成長を支援し、地域・お客さま・当行の３者がともに発展するというビジネスモデルを確立
させていく必要があると考えております。 
  当行は平成29年度から31年度までの３年間を計画期間とする第４次経営強化計画を策定し
ております。同計画においては、過年度の諸施策を継続強化し、経営管理態勢の強化と併せて
目指す銀行像を「地域のお客さまとともに成長する銀行」とし、基本戦略を「地域密着の徹底
～相談しやすく親しみやすい銀行～」と定めております。当行は同計画に基づき、お客さまと 
｢じっくり相談」し、お客さまの「成長を支える」銀行として、諸施策を実施してまいります。 
  また、自己資本比率につきましては、連結ベースと単体ベースともに8.14％となりました。
健全であるとされる銀行の国内基準は４％であり、連結・単体ともに大きく上回っております。
金融機能を維持強化し、地域経済への貢献という当行の使命を果たしていくためにも、さらに
効率的な銀行経営を行い、収益力を高め、自己資本の積上げを図ってまいります。 
 
（2）企業集団及び当行の財産及び損益の状況 
 
 イ 企業集団の財産及び損益の状況 

(単位：億円)  
 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

経 常 収 益 89 95 90 93 

経 常 利 益 12 14 10 5 

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 9 13 7 3 

包 括 利 益 20 3 △0 14 

純 資 産 額 208 209 205 218 

総 資 産 4,559 4,604 4,491 4,648 
 
〔注〕1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

2. ｢企業結合に関する会計基準｣（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）を適用し、平成27年度より「当期
純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。 
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 ロ 当行の財産及び損益の状況 
(単位：億円)   

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

預 金 4,231 4,296 4,235 4,269 

 定 期 性 預 金 2,788 2,798 2,645 2,531 

 そ の 他 1,442 1,498 1,590 1,737 

貸 出 金 3,167 3,196 3,015 3,073 

 個 人 向 け 852 861 864 906 

 中 小 企 業 向 け 1,674 1,676 1,541 1,574 

 そ の 他 640 657 610 592 

商 品 有 価 証 券 ― ― ― ― 

有 価 証 券 1,199 1,176 1,245 1,020 

 国 債 592 542 585 232 

 そ の 他 606 633 660 788 

総 資 産 4,557 4,602 4,489 4,646 

内 国 為 替 取 扱 高 10,649 10,927 10,457 10,396 

外 国 為 替 取 扱 高 
百万ドル 
49 

百万ドル 
24 

百万ドル 
34 

百万ドル 
28 

経 常 利 益 
百万円 

1,202 
百万円 

1,442 
百万円 

1,009 
百万円 
534 

当 期 純 利 益 
百万円 
963 

百万円 
1,313 

百万円 
726 

百万円 
400 

１株当たり当期純利益 
円  銭 

28 10 
円  銭 

39 45 
円  銭 

20 81 
円  銭 

10 48 
 
〔注〕1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

2. １株当たり当期純利益は、｢１株当たり当期純利益に関する会計基準｣（企業会計基準第２号）等を適用して
おります。 
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（3）企業集団の使用人の状況 
 

 
当 年 度 末 前 年 度 末 
銀 行 業 銀 行 業 

使 用 人 数 493人 504人 
平 均 年 齢 38年10月 39年１月 
平 均 勤 続 年 数 16年４月 16年７月 
平 均 給 与 月 額 298千円 304千円 

 
〔注〕1. 使用人とは年度末の在籍者であります。なお、臨時雇員および嘱託は含んでおりません。 
   2. 平均年齢、平均勤続年数および平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。 
   3. 平均給与月額は、３月中の時間外手当を含む平均給与月額であり、賞与は含まれておりません。 
 
（4）企業集団の主要な営業所等の状況 
 
 イ 銀行業 
 （イ）当行の主要な営業所及び営業所数 
 

福邦銀行 
 

福井県:32店 本店営業部、武生支店、敦賀支店、ほか29店（前年度末32店） 

石川県:２店 金沢支店、小松支店（前年度末２店） 

京都府:３店 京都支店、舞鶴支店、東舞鶴支店（前年度末３店） 

大阪府:１店 大阪支店（前年度末１店） 
 
〔注〕  上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を41ヵ所（前年度末48ヵ所）設置しております。 
 
 （ロ）当行を所属銀行とする銀行代理業者の一覧 

該当ありません。 
 
 ロ カード業 
   福邦カード㈱：本社（福井県） 
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（５）企業集団の設備投資の状況 
 
 イ 設備投資の総額 

(単位：百万円)  
事 業 セ グ メ ン ト 金      額 

銀 行 業 494 

カ ー ド 業 ― 

合        計 494 
 
 ロ 重要な設備の新設等 

(単位：百万円)  
事業セグメント 内      容 金  額 

銀 行 業 
現金自動設備の更新 110 

オープン出納機・現金バスの導入 69 

合 計  180 
 
（6）重要な親会社及び子会社等の状況 
 
 イ 親会社の状況 
   該当ありません。 
 
 ロ 子会社等の状況 
 

会  社  名 所  在  地 主要業務内容 設立年月 資本金 
当行が有
する子会
社等の議
決権比率 

その他 

福 邦 カ ー ド ㈱ 福井市日之出4-11-13 
クレジットカード業 
金融業 
信用保証業務 

平成２年５月 
百万円 
30 
 

％ 
100.0 

 
― 

 〔注〕 当年度末において連結子会社等は上記の１社であります。 
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 重要な業務提携の概況 
 
  1. 第二地銀協地銀41行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しの

サービス（略称SCS）を行っております。 
  2. 第二地銀協地銀41行、都市銀行５行、信託銀行３行、地方銀行64行、信用金庫262金

庫 (信金中央金庫を含む)、信用組合130組合 (全信組連を含む)、系統農協・信漁連717 
(農林中金､信連を含む)、労働金庫14金庫（労金連を含む）との提携により、現金自動設
備の相互利用による現金自動引出しのサービス（略称MICS）を行っております。 

  3. 第二地銀協地銀41行の提携により、ISDN回線交換網を利用したデータ伝送の方法によ
る取引先企業との間の総合振込等のデータの授受のサービスおよび入出金取引明細等のマ
ルチバンクレポートサービス（略称SDS）を行っております。 

  4. 株式会社ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出
し・入金のサービスを行っております。 

  5. 株式会社セブン銀行との提携により、現金自動設備の利用による現金自動引出し・入金
の利用手数料（除く振込手数料）無料のサービスを行っております。 

  6. 株式会社イオン銀行との提携により、現金自動設備の利用による現金自動引出しの利用
手数料（除く振込手数料）無料のサービスを行っております。 

  7. 株式会社福井銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、福井
県JAバンク（福井県内に本店を置く全ての銀行・信用金庫・農協/県信連）との提携によ
り、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しの利用手数料（除く振込手数料）無料
のサービスを行っております。 

  8. 株式会社北陸銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しの利
用手数料（除く振込手数料）無料のサービスを行っております。 

 
（7）事業譲渡等の状況 
 
   該当ありません。 
 
（8）その他企業集団の現況に関する重要な事項 
 
   該当ありません。 
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２ 会社役員（取締役、監査役）に関する事項 
 
（1）会社役員の状況 

平成29年度末現在  
氏    名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 そ の 他 

三田村 俊 文 取締役会長 ―――  

渡 邉 健 雄 取締役頭取 
（代表取締役） ―――  

酒 井 英 一 取締役企画部長 
営業統括部担当 ―――  

長谷川 俊 文 取締役コンプライアンス統括部長 
事務部担当 ―――  

南 出 暁 弥 取締役証券国際部長 
融資部担当 ―――  

神 澤 重 明 取締役 
（社外取締役） ―――  

丹 尾 正 己 取締役 
（社外取締役） 

フクイボウ㈱ 
取締役会長  

三田村   謙 監査役 
（常勤監査役） ―――  

出 口 克 幸 監査役 
（常勤監査役） ―――  

上 野 嘉 蔵 監査役 
（社外監査役） ―――  

森 口 功 一 監査役 
（社外監査役） 

弁護士 
福井さくら法律事務所代表  

 〔注〕1. 取締役神澤重明および丹尾正己の両氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 
   2. 監査役上野嘉蔵および森口功一の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 
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（2）会社役員に対する報酬等 
(単位：百万円)  

区     分 支 給 人 数 報    酬    等 

取  締  役 7名 51（うち 8 ） 

監  査  役 4名 20（うち 2 ） 

計 11名 72（うち 11 ） 
 〔注〕1. 上記以外に取締役に対する使用人としての報酬等として25百万円があります。 

2. 会社役員に対する株主総会で定められた報酬限度額は、全て年額で取締役78,400千円 (うち社外取締役
4,800千円)、監査役20,000千円であります。 

3. 役員賞与の支給はありません。 
4. 上記「報酬等」には、事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額11百万円（取締役８百万円、監査役２
百万円）を括弧内に内書きしております。 

 

３ 社外役員に関する事項 
 
（1）社外役員の兼職その他の状況 
  

氏   名 
兼 職 そ の 他 の 状 況 

法 人 等 名 役 職 名 同社との取引 そ の 他 

神 澤 重 明 ― ― ―  

丹 尾 正 己 フクイボウ㈱ 取 締 役 会 長 与信取引  

上 野 嘉 蔵 日華化学㈱ 非常勤監査役 与信取引  

森 口 功 一 福井さくら法律事務所 代     表 ―  
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（2）社外役員の主な活動状況 
 

氏  名 在任期間 取締役会及び監査役会へ 
の出席状況 

取締役会及び監査役会に 
おける発言その他の活動状況 

神 澤 重 明 ８年９ヵ月 取締役会12回中11回 
議案審議等につき、金融業界の
専門的な知識と経験をもとに必
要な発言を行っております。 

丹 尾 正 己 ３年９ヵ月 取締役会12回中11回 
議案審議等につき、経験豊かな
企業経営者としての観点から必
要な発言を行っております。 

上 野 嘉 蔵 １年９ヵ月 取締役会12回中12回 
監査役会12回中11回 

会社役員としての豊富な経験と
知見を有し、大所高所から適宜
質問と意見を述べております。
また監査結果について意見交換
し協議を行っております。 

森 口 功 一 １年９ヵ月 取締役会12回中12回 
監査役会12回中12回 

弁護士として、高度な能力・識
見をもって専門的な見地から質
問と意見を述べております。ま
た監査結果について意見交換し
協議を行っております。 

 
（3）責任限定契約 
 

氏  名 責任限定契約の内容の概要 

神 澤 重 明 会社法第425条第１項第１号ハに定める額をもって損害賠償責任額の限度とする契約
を締結しております。 

丹 尾 正 己 同 上 
上 野 嘉 蔵 同 上 
森 口 功 一 同 上 

 
（4）社外役員に対する報酬等 

(単位：百万円)  
 支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等 

報 酬 等 の 合 計 ４名 7 ― 
 （注） 報酬等には、当事業年度中に計上した役員退職慰労引当金繰入額１百万円を含んでおります。 
 
（5）社外役員の意見 
 
   該当ありません。 
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４ 当行の株式に関する事項 
 
（1）株式数 
    普通株式 発行可能株式総数 80,000千株 
 発行済株式の総数 31,800千株 
    Ａ種優先株式 発行可能株式総数 6,000千株 
 発行済株式の総数 6,000千株 
 
（2）当年度末株主数 
    普通株式  1,283名 
    Ａ種優先株式  1名 
 
（3）大株主 
 
 普通株式 
 

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 
当 行 へ の 出 資 状 況 

持 株 数 等 持 株 比 率 
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,450千株 4.64％ 
株 式 会 社 ク ォ ー ド コ ー ポ レ ー シ ョ ン 1,400 4.48 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 1,399 4.48 
三 田 興 産 株 式 会 社 1,327 4.25 
三 田 村 俊 文 1,296 4.15 
日 本 土 地 建 物 株 式 会 社 850 2.72 
み ず ほ 証 券 株 式 会 社 704 2.25 
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 650 2.08 
株 式 会 社 ホ ク コ ン 615 1.97 
福 邦 行 員 持 株 会 607 1.94 
 〔注〕1. 持株数等は千株未満を切り捨てて表示しております。 

2. 持株比率は自己株式605,951株を控除し、小数点３位以下を切り捨てて表示しております。 
3. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）所有株式は、預金保険機構が当該信託銀行に信託
しているものであります。 

 
 Ａ種優先株式 
 

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 
当 行 へ の 出 資 状 況 

持 株 数 等 持 株 比 率 
株 式 会 社 整 理 回 収 機 構 6,000千株 100.00％ 
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５ 当行の新株予約権等に関する事項 
 
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 
 
   該当ありません。 
 
（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 
 
   該当ありません。 
 
６ 会計監査人に関する事項 
 
（1）会計監査人の状況 

(単位：百万円)  
氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他 

新日本有限責任監査法人 
 指定有限責任社員 池田裕之 
 指定有限責任社員 瀬底治啓 

33  

 （注）1. 当行及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は、33百万円であります。 
2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査
計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事
業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項
の同意を行っております。 

 
（2）責任限定契約 
 
   該当ありません。 
 
（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 
 
   会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず
れかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 

   また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、
監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定
に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。 

 
（4）会計監査人に関するその他の事項 
 
   該当ありません。 
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７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
 
   当行では、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、

特に定めておりません。 
 

８ 業務の適正を確保するための体制 
 
（1）｢内部統制に関する基本方針」を取締役会にて下記のとおり決議しております。 
 
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

銀行の公共的使命や社会的責任を遂行するとともに、当行が健全に展開するうえで役員が
遵守すべき倫理的規範である行動規範を、当行の「経営理念」と「福邦の心」を基盤とし
て定めております。 
法令遵守（以下コンプライアンス）に係る管理を総合的、体系的に実施すべく、法令遵守
規程を定めて、コンプライアンスを徹底するためにマニュアル等を制定しております。 
コンプライアンス統括部署をコンプライアンス統括部とし、コンプライアンスの一元管理
を行っている他、常勤の取締役、本部各部の部長および常勤監査役が、定期的にコンプラ
イアンスについての情報連絡・意見交換を行い全行的なコンプライアンス意識の醸成およ
びコンプライアンスの実効性を高めることを目的としたコンプライアンス委員会を設置す
るものとし、必要に応じて取締役会に報告する体制をとっております。 
｢反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、当行は反社会的勢力との関係遮断を重視し
た業務運営を行い、反社会的勢力からの不当な要求には毅然とした態度で対応しておりま
す。 
 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行う規程を制定するものとしております。 
 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
当行は、リスク管理に関する体制を明確にするとともに、全ての役職員が、銀行業務で発
生する各種リスクを正しく認識・把握し、自らの規模・特性に応じた適切な管理を行うこ
とによって、業務の健全性と適切性の確保に資することを目的としてリスク管理基本規程
を定めております。 
リスクの内容に応じ、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リス
ク（事務リスク、システムリスク、その他オペレーショナル・リスク）に区分し、担当部
および管理規程を定めるものとしております。企画部は、リスク管理統括部署として、各
リスク管理の状況把握や有効性について定期的に検証を行うものとしております。各担当
部は、担当する業務に関わるリスクの状況及びその管理施策・問題点等を随時、各担当部
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の担当役員へ報告、影響が大きいと考えられるものについては経営会議へ報告し、さらに
必要に応じ、取締役会に報告する体制をとっております。 
不測の事態の発生により、当行の経営に大きな支障をきたすことが想定される損失の危険
に対する取組体制や対応策を、各種規程に定めるものとしております。 
 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決
定し、業務の執行状況を監督するものとしております。 
取締役会の決議した基本方針に基づき、銀行経営上の基本的な事項について協議を行う経
営会議を実施し、業務執行の迅速化を図るものとしております。 
 

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
上記①の体制等のほかに、本部、営業店とも部店長をコンプライアンス責任者とし、毎月、
各部店においてコンプライアンス勉強会を実施しコンプライアンス意識の向上に努めてい
くものとしております。また、コンプライアンスに関し、コンプライアンス責任者に相談
しづらい内容や、何らかの理由によりコンプライアンス責任者に相談できない場合は、直
接、コンプライアンス統括部に相談し、判断を受けるためのコンプライアンス相談窓口を
設置しております。 
当行は、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組み
を定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンスの強化を図
ることを目的に、公益通報制度を設けております。 
内部監査部署である監査部は監査役と連携して、全行のコンプライアンス体制及びコンプ
ライアンス上の問題の有無の調査にあたるものとしております。 
コンプライアンス・マニュアル等に違反した者は、就業規則等の定めるところにより処罰
されるものとしております。 
 

⑥ 当行及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
当行の行動規範を企業集団における行動規範とし、理念の統一を図るものとしております。 
当行企画部担当役員が責任担当者として統括的な管理を行うものとしております。また、
監査部は、子会社等の業務全般について監査することとし、内部管理態勢およびコンプラ
イアンス態勢が適切かつ有効に機能しているかの評価・検証を行うものとしております。 
関連会社の役職員が、当行のコンプライアンス統括部門であるコンプライアンス統括部に
相談、通報を受け入れる公益通報制度を設けるものとしております。 
 

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る体制 
監査役は監査業務の補助を行うよう監査部の使用人に依頼することができるものとしてお
り、監査部長はこれに応じるものとしております。   
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⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 
監査業務の補助を行う使用人はその業務を他の業務に優先させるものとし、その使用人が
行う監査業務の補助については、取締役や監査部長等の指揮命令を受けないものとしてお
ります。 
 

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 
取締役及び使用人は、法律に定める事項のほか、あらかじめ監査役と協議した事項につい
て、必要に応じて監査役に報告をするものとしております。 
 

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確か
めるとともに、銀行が対処すべき課題、銀行を取巻くリスクのほか、監査役監査の環境整
備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識と信頼関係を深める体制
をとるものとしております。 
また、監査役が、内部監査部門ならびに会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査を
実施できる体制をとるものとしております。 

 
（2）当行では、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づいて、体制の整備と
その適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は次の通
りであります。 

 
① 取締役や使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、常勤取
締役、常勤監査役及び本部各部長をメンバーとするコンプライアンス委員会を当事業年
度に６回開催し、頭取が委員長となりコンプライアンスの基本方針に係る事項や運営に
係る事項を協議し、情報連絡や意見交換等を踏まえ、全行的なコンプライアンス意識の
醸成に努めております。 
当行は公益通報制度を確立するとともに、自己のコンプライアンス・チェックの報告と
不正行為の内部通報を目的としたコンプライアンス・チェックメールを全役職員に毎月
１回不定期に配信し、法令遵守意識の高揚を図るとともに、不正行為等の早期発見に努
めております。加えて、監査部は内部監査計画に基づき、各部店の内部監査を定期的に
実施しております。 

② 損失の危険の管理に関する体制として、当行の資産及び負債の総合的管理と信用リスク、
市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク等の各リスクの分析・検討を行
うALM委員会を設置し、毎月１回開催しております。また、リスク管理統括部署は各リ
スク管理の状況把握やその有効性について定期的に検証を行っております。その影響度
合いに応じて経営会議や取締役会へ適宜報告を実施しております。   
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③ 取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保する体制として、取締役会は各議案につい
ての審議を行い、経営に関する重要事項等を決定し、業務執行状況等の監督を行ってお
ります。当事業年度は12回開催しております。また、会長、頭取及び常勤取締役（頭取
の指名）をメンバーとする経営会議を原則毎週１回開催し、取締役会付議事項の審議や
月次業績のレビュー等を実施して、迅速な業務執行が行える体制としております。 
また、子会社においても業務の適正を確保するため、当行企画部担当役員が子会社の取
締役会に出席し、月次業績や重要事項の決議について確認しております。加えて、子会
社等管理規程を整備し四半期毎に業務内容の報告を受けております。また、監査部は子
会社の業務全般について監査を実施しております。 

④ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、常勤監査役は毎月
１回、前月実施した監査役監査の実施状況を代表取締役に報告するとともに、監査上の
重要課題等について意見交換を実施しております。 

 
 
９ 特定完全子会社に関する事項 
 
   該当ありません。 
 
 
10 親会社等との間の取引に関する事項 
 
   該当ありません。 
 
 
11 会計参与に関する事項 
 
   該当ありません。 
 
 
12 その他 
 
   該当ありません。 
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第110期末（平成30年３月31日現在 ）貸借対照表

(単位：百万円)  
科    目 金   額  科    目 金   額 

 (資産の部) 
現 金 預 け 金 
現 金 
預 け 金 

有 価 証 券 
国 債 
地 方 債 
社 債 
株 式 
そ の 他 の 証 券 
貸 出 金 
割 引 手 形 
手 形 貸 付 
証 書 貸 付 
当 座 貸 越 
外 国 為 替 
外 国 他 店 預 け 
そ の 他 資 産 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
金 融 派 生 商 品 
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 
そ の 他 の 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ ェ ア 
リ ー ス 資 産 
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 
支 払 承 諾 見 返 
貸 倒 引 当 金 

  
43,984 
6,339 
37,644 
102,051 
23,241 
798 

21,323 
2,555 
54,132 
307,375 
5,214 
18,081 
259,960 
24,118 
210 
210 
8,538 
19 
361 
55 

4,033 
4,069 
4,757 
1,087 
2,931 
151 
240 
346 
385 
343 
4 
36 
434 

△ 3,107 

  (負債の部) 
預 金 
当 座 預 金 
普 通 預 金 
貯 蓄 預 金 
通 知 預 金 
定 期 預 金 
定 期 積 金 
そ の 他 の 預 金 
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 
そ の 他 負 債 
未 払 法 人 税 等 
未 払 費 用 
前 受 収 益 
従 業 員 預 り 金 
給 付 補 塡 備 金 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 
賞 与 引 当 金 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 
偶 発 損 失 引 当 金 
繰 延 税 金 負 債 
再評価に係る繰延税金負債 
支 払 承 諾 

  
426,966 
12,418 
157,818 
1,387 
1,309 

244,296 
8,878 
856 

11,150 
2,334 
53 
327 
255 
271 
2 
67 
186 
46 

1,121 
250 
768 
194 
84 
58 
149 
435 
434 

 負債の部合計 442,826 
  (純資産の部) 
資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金 
利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
株 主 資 本 合 計  
その他有価証券評価差額金 
土 地 再 評 価 差 額 金 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

  
7,300 
6,256 
6,256 
6,378 
361 
6,017 
6,017 
△ 236 
19,699 
1,310 
793 
2,104 

 純資産の部合計 21,803 
資産の部合計 464,630  負債及び純資産の部合計 464,630 
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第110期 (平成29年４月１日から 平成30年３月31日まで ) 損益計算書
(単位：百万円)  

科         目 金         額 
経 常 収 益    9,285  

資 金 運 用 収 益  5,991    
貸 出 金 利 息  4,345    
有 価 証 券 利 息 配 当 金  1,624    
コ ー ル ロ ー ン 利 息  0    
預 け 金 利 息  20    
そ の 他 の 受 入 利 息  0    

役 務 取 引 等 収 益  1,100    
受 入 為 替 手 数 料  282    
そ の 他 の 役 務 収 益  817    

そ の 他 業 務 収 益  1,385    
商 品 有 価 証 券 売 買 益  3    
国 債 等 債 券 売 却 益  1,381    

そ の 他 経 常 収 益  808    
株 式 等 売 却 益  101    
貸 倒 引 当 金 戻 入 益  556    
そ の 他 の 経 常 収 益  149    

経 常 費 用    8,751  
資 金 調 達 費 用  163    

預 金 利 息  157    
コ ー ル マ ネ ー 利 息  0    
そ の 他 の 支 払 利 息  6    

役 務 取 引 等 費 用  854    
支 払 為 替 手 数 料  53    
そ の 他 の 役 務 費 用  801    

そ の 他 業 務 費 用  1,544    
国 債 等 債 券 売 却 損  1,376    
外 国 為 替 売 買 損  167    

営 業 経 費  5,611    
そ の 他 経 常 費 用  576    

貸 出 金 償 却  5    
株 式 等 償 却  55    
そ の 他 の 経 常 費 用  515    

経 常 利 益    534  
特 別 利 益    59  

固 定 資 産 処 分 益  59    
特 別 損 失    34  

減 損 損 失  34    
税 引 前 当 期 純 利 益    559  
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  16    
法 人 税 等 調 整 額  141    
法 人 税 等 合 計    158  
当 期 純 利 益    400  
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第110期 (平成29年４月１日から 平成30年３月31日まで ) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)  

 

株   主   資   本 

資  本  金 
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 資本剰余金合計 

当期首残高 7,300 6,256 6,256 

当期変動額    

 剰余金の配当    

 当期純利益    

 自己株式の取得    

 土地再評価差額金の取崩    
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額)    

当期変動額合計 ― ― ― 

当期末残高 7,300 6,256 6,256 
 

(単位：百万円)  

 

株   主   資   本 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 株 主 資 本 
合 計 利益準備金 

その他利益剰余金 利益剰余金 
合   計 繰越利益剰余金 

当期首残高 314 5,879 6,194 △ 235 19,515 

当期変動額      

 剰余金の配当 46 △ 279 △ 233  △ 233 

 当期純利益  400 400  400 

 自己株式の取得    △ 0 △ 0 

 土地再評価差額金の取崩  16 16  16 
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額)      

当期変動額合計 46 137 184 △ 0 183 

当期末残高 361 6,017 6,378 △ 236 19,699 
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(単位：百万円)  

 
評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 
評 価 差 額 金 

土地再評価 
差 額 金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 358 810 1,168 20,684 

当期変動額     

 剰余金の配当    △ 233 

 当期純利益    400 

 自己株式の取得    △ 0 

 土地再評価差額金の取崩    16 
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) 952 △ 16 935 935 

当期変動額合計 952 △ 16 935 1,118 

当期末残高 1,310 793 2,104 21,803 
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第110期末（平成30年３月31日現在 ）連結貸借対照表

(単位：百万円)  
科    目 金   額  科    目 金   額 

 
（資産の部） 

現 金 預 け 金 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

リ ー ス 資 産 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

リ ー ス 資 産 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 
 

43,984 

101,682 

307,644 

210 

8,970 

4,758 

1,087 

2,931 

151 

240 

347 

385 

343 

4 

37 

434 

△ 3,246 

  
（負債の部） 

預 金 
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 
そ の 他 負 債 
賞 与 引 当 金 
退 職 給 付 に 係 る 負 債 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 
利 息 返 還 損 失 引 当 金 
偶 発 損 失 引 当 金 
繰 延 税 金 負 債 
再評価に係る繰延税金負債 
支 払 承 諾 

 
 
426,789 
11,150 
2,525 
251 
929 
194 
84 
0 
58 
149 
435 
434 

 負債の部合計 443,002 
  

（純資産の部） 
資 本 金 
資 本 剰 余 金 
利 益 剰 余 金 
自 己 株 式 
株 主 資 本 合 計 
その他有価証券評価差額金 
土 地 再 評 価 差 額 金 
退職給付に係る調整累計額 
その他の包括利益累計額合計 

 
 

7,300 
6,256 
6,558 
△ 236 
19,878 
1,310 
793 

△ 161 
1,942 

 純資産の部合計 21,821 
資産の部合計 464,824  負債及び純資産の部合計 464,824 
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第110期 (平成29年４月１日から 平成30年３月31日まで ) 連結損益計算書

(単位：百万円)  
科       目 金       額 

経 常 収 益    9,367  
資 金 運 用 収 益  6,005    

貸 出 金 利 息  4,359    
有 価 証 券 利 息 配 当 金  1,624    
コールローン利息及び買入手形利息  0    
預 け 金 利 息  20    
そ の 他 の 受 入 利 息  0    

役 務 取 引 等 収 益  1,181    
そ の 他 業 務 収 益  1,385    
そ の 他 経 常 収 益  795    

株 式 等 売 却 益  101    
貸 倒 引 当 金 戻 入 益  543    
そ の 他 の 経 常 収 益  150    

経 常 費 用    8,841  
資 金 調 達 費 用  166    

預 金 利 息  157    
コ ー ル マ ネ ー 及 び 売 渡 手 形 利 息  0    
そ の 他 の 支 払 利 息  8    

役 務 取 引 等 費 用  873    
そ の 他 業 務 費 用  1,544    
営 業 経 費  5,679    
そ の 他 経 常 費 用  578    

貸 出 金 償 却  6    
株 式 等 償 却  55    
そ の 他 の 経 常 費 用  515    

経 常 利 益    526  
特 別 利 益    59  

固 定 資 産 処 分 益  59    
特 別 損 失    34  

減 損 損 失  34    
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益    551  
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  17    
法 人 税 等 調 整 額  141    
法 人 税 等 合 計    159  
当 期 純 利 益    391  
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益    391  
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第110期 (平成29年４月１日から 平成30年３月31日まで ) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)  

 
株  主  資  本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本 
合  計 

当期首残高 7,300 6,256 6,382 △ 235 19,704 

当期変動額      

 剰余金の配当   △ 233  △ 233 
親会社株主に帰属する 
当期純利益   391  391 

 自己株式の取得    △ 0 △ 0 

 土地再評価差額金の取崩   16  16 
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額)      

当期変動額合計 ― ― 175 △ 0 174 

当期末残高 7,300 6,256 6,558 △ 236 19,878 
 

(単位：百万円)  

 
その他の包括利益累計額 

純 資 産 合 計 その他有価証券 
評 価 差 額 金 

土 地 再 評 価 
差 額 金 

退職給付に係る 
調 整 累 計 額 

その他の包括 
利益累計額合計 

当期首残高 358 810 △ 285 882 20,586 

当期変動額      

 剰余金の配当     △ 233 
親会社株主に帰属する 
当期純利益     391 

 自己株式の取得     △ 0 

 土地再評価差額金の取崩     16 
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) 952 △ 16 124 1,059 1,059 

当期変動額合計 952 △ 16 124 1,059 1,234 

当期末残高 1,310 793 △ 161 1,942 21,821 
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会計監査人の監査報告書 謄本   
独立監査人の監査報告書 

 
平成30年５月10日  株式会社福邦銀行  取締役会 御中 

  
新日本有限責任監査法人  指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 裕 之 ㊞ 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 瀬 底 治 啓 ㊞ 

 
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社福邦銀行の平成29年４月１日から平
成30年３月31日までの第110期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する｡ また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類
及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 
監査意見 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本   
独立監査人の監査報告書 

 
平成30年５月10日  株式会社福邦銀行  取締役会 御中 

 
 

新日本有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 裕 之 ㊞ 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 瀬 底 治 啓 ㊞ 

 
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社福邦銀行の平成29年４月１日から平成30年

３月31日までの連結会計年度の連結計算書類､ すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。 
 連結計算書類に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには､ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる｡ 
 監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った｡ 監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 監査意見 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社福邦銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。  利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
  

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第110期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。 
 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
  監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける
ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。 
  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部
監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会
その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な営業店において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。 
  事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
銀行の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め
意見を表明いたしました。さらに会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 
  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。 

 2. 監査の結果 
（1）事業報告等の監査結果 
  一 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い銀行の状況を正しく示しているものと認めます。 
  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。 
  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 
   会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
（3）連結計算書類の監査結果 
   会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
    平成30年５月11日  株式会社 福邦銀行 監査役会 

常勤監査役  三田村   謙 ㊞ 
常勤監査役  出 口 克 幸 ㊞ 
社外監査役  上 野 嘉 蔵 ㊞ 
社外監査役  森 口 功 一 ㊞ 

 
以 上 
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株主総会参考書類 
 
議案及び参考事項 
 
第１号議案 剰余金の処分の件 
期末配当に関する事項 
 当行の配当方針は、銀行業としての公共性に鑑み、｢自己資本の充実」を図りつつ、株主の皆さ
まへの「安定した利益還元」による配当実施をすることとしております。この方針に基づき普通株
式の期末配当は１株当たり５円といたしたいと存じます。 
 優先株式につきましては、所定の金額といたしたいと存じます。 
 なお、定款において中間配当ができる旨を定めておりますが、経済・金融市場は依然として先行
き不透明な状態が続いていることから、当分の間、期末配当１回とさせていただいております。 
 

（1）配当財産の種類 
金銭といたします。 

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額 
 

 １株当たりの配当金額 配当金の総額 

普通株式 5円 155,970,245円 
Ａ種優先株式 12円28銭 73,680,000円 

計 ― 229,650,245円 
 
（3）剰余金の配当が効力を生じる日 

平成30年６月28日といたします。 
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第２号議案 定款一部変更の件 
1. 定款変更の理由 
 インターネットの普及を考慮し、また周知性の向上および公告手続きの合理化を図るため、定
款第５条に定める当銀行の公告方法を電子公告に変更し、併せて事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものであります。 
 
2. 変更の内容 
 変更の内容は、次のとおりであります。 
（注）変更を要する条文のみ掲げております。 

（下線は変更部分を示します） 
 

現行定款 変 更 案 
（公告方法） 
第５条 当銀行の公告は、福井市において発行

する福井新聞に掲載する。 
 

（公告方法） 
第５条 当銀行の公告方法は、電子公告とす

る。 
 ただし、事故その他やむを得ない事由

によって電子公告による公告をするこ
とができない場合は、福井市において
発行する福井新聞に掲載する。 
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第３号議案 取締役８名選任の件 
 現任取締役全員（７名）は、本株主総会終結の時をもって、任期満了となります。つきましては
経営体制及びコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため1名増員して取締役８名の選任をお
願いいたしたいと存じます。 
 その取締役候補者は次のとおりであります。 
   取締役候補者 
 

候補者 
番 号 

氏    名 
（生年月日） 略歴、地位、担当または重要な兼職の状況 候補者の有する 

当行の株式数 

１ 

み た むら  とし  ふみ 

三田村 俊 文  （昭和12年９月11日） 
 
再任 

昭和35年４月 ㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入
行 

昭和37年10月 当行取締役（非常勤） 
昭和44年10月 当行取締役 
昭和45年11月 当行常務取締役 
昭和55年３月 当行取締役社長 
平成元年４月 当行取締役頭取 
平成23年６月 当行取締役会長 現在に至る 

普通株式  1,296,784株 

２ 

わた  なべ  たけ  お 

渡 邉 健 雄  （昭和34年12月14日） 
 

再任 

昭和57年４月 大蔵省（現財務省）入省 
平成19年７月 九州財務局理財部長 
平成21年７月 東海財務局理財部長 
平成22年７月 関東財務局管財第一部長 
平成23年７月 理財局管理課長 
平成25年６月 独立行政法人造幣局総務部長 
平成26年７月 北海道財務局長 
平成27年７月 退職 
平成27年10月 当行顧問 
平成28年６月 当行代表取締役頭取 現在に至る 

普通株式  6,000株 

３ 

みなみ  で  あけ  み 

南 出 暁 弥  （昭和36年３月15日） 
 
再任 

昭和58年４月 当行入行 
平成20年１月 当行審査部次長 
平成22年６月 当行融資部次長 
平成24年４月 当行武生支店支店長 
平成26年６月 当行融資部長 
平成28年６月 当行取締役融資部長 
平成29年６月 当行取締役証券国際部長 現在に至る 

普通株式  5,000株 
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候補者 
番 号 

氏    名 
（生年月日） 略歴、地位、担当または重要な兼職の状況 候補者の有する 

当行の株式数 

４ 

かん  ざわ  しげ  あき 

神 澤 重 明  （昭和25年９月22日） 
 
再任 

昭和50年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入
行 

平成９年４月 同行高松支店長 
平成11年４月 同行審査第三部統括審査役 
平成12年５月 同行青山支店長 
平成14年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みず

ほ銀行）横浜営業部長 
平成15年５月 同行企画推進部長 
平成16年７月 ㈱みずほ銀行本店付審議役 
 日新建物㈱（現日本土地建物㈱）出向 
平成16年11月 転籍同社常務執行役員 
平成21年１月 同社専務執行役員 
平成21年６月 当行社外取締役 現在に至る 
平成26年１月 日新建物㈱（現日本土地建物㈱）監査

役 
平成27年１月 日本土地建物㈱監査役 
平成28年１月 同社監査役退任 

普通株式  0株 

５ 

に  お  まさ  み 

丹 尾 正 己  （昭和16年１月15日） 
 
再任 

昭和34年３月 福井紡績㈱（現フクイボウ㈱）入社 
平成７年６月 同社取締役 
平成９年６月 同社常務取締役 
平成11年６月 同社専務取締役 
平成13年６月 同社代表取締役社長 
平成17年12月 福井県観光開発㈱代表取締役社長 現

在に至る 
平成20年６月 福井テレビジョン放送㈱監査役 現在

に至る 
平成21年６月 フクイボウ㈱代表取締役会長 
平成26年６月 当行社外取締役 現在に至る 
平成29年７月 フクイボウ㈱取締役会長 現在に至る 

普通株式  0株 
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候補者 
番 号 

氏    名 
（生年月日） 略歴、地位、担当または重要な兼職の状況 候補者の有する 

当行の株式数 

６ 
※ 

 こ  ばやし  いく  お 

小 林 郁 夫  （昭和39年２月８日） 

昭和61年４月 当行入行 
平成16年６月 当行総務部人事課長 
平成22年６月 当行日の出支店長 
平成24年４月 当行神明支店長 
平成26年６月 当行春江支店長 
平成28年６月 当行総務部長 現在に至る 

普通株式  0株 

７ 
※ 

 なか  むら  たけし

中 村   毅  （昭和38年12月25日） 

昭和61年４月 当行入行 
平成17年４月 当行営業統括部営業企画課長 
平成21年11月 当行社支店長 
平成23年10月 当行花堂支店長 
平成24年６月 当行企画部副部長 
平成25年10月 当行小浜支店長 
平成26年６月 当行企画部副部長 現在に至る 

普通株式  3,750株 

８ 
※ 

 み た むら    けん 

三田村   謙  （昭和44年３月９日） 

平成４年４月 ㈱奈良銀行（現㈱りそな銀行）入行 
平成７年６月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行） 
 ロンドン支店へ出向 
平成８年６月 当行取締役 
平成16年６月 当行常務取締役 
平成24年６月 当行監査役 現在に至る 

普通株式  248,250株 

（注）1. ※は新任の取締役候補者であります。 
2. 各取締役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。 
3. 神澤重明、丹尾正己の両氏は社外取締役候補者であります。なお神澤重明氏の当行社外取締役就任期間は、
本株主総会の終結の時をもって９年となります。また丹尾正己氏の当行社外取締役就任期間は、本株主総会
の終結の時をもって４年となります。 

4. 社外取締役候補者とした理由 
 神澤重明氏は、金融機関等での勤務経験及び会社役員としての経験から、金融業界の専門的な知識・経験等
をもとに当行に対して、今後とも有益な助言をいただけると判断いたしました。また丹尾正己氏は会社経営
者としての豊富な経験と幅広い知見をもとに、引き続き当行の経営全般に有益な助言をいただけると判断い
たしました。 

5. 社外取締役との責任限定契約について 
 当行は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当行への損害賠償責
任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、神澤重明、丹尾正己の両氏は、当行との
間で当該責任限定契約を締結しております。神澤重明、丹尾正己の両氏の再任が承認された場合、本契約を
継続する予定であります。 

 その契約内容の概要は次のとおりであります。 
・社外取締役が任務を怠ったことによって当行に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額を限度としてその責任を負う。 

・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ
重大な過失がないときに限るものとする。 
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第４号議案 監査役１名選任の件 
 監査役三田村謙、出口克幸の両氏は本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、監査
役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。 
 なお、本監査役候補者は、監査役出口克幸氏の補欠として選任をお願いするものでありますので、
その任期は当行定款の定めにより、退任される同監査役の任期の満了すべき時までとなります。 
 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 
 監査役候補者は次のとおりであります。 
 
氏    名 
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 候補者の有する 

当行の株式数 

※ 
さか  い  えい  いち 

酒 井 英 一  
（昭和31年５月８日） 

昭和54年４月 当行入行 
平成21年６月 当行証券国際部長 
平成24年４月 当行営業統括部長 
平成24年６月 当行取締役営業統括部長 
平成26年６月 当行取締役企画部長 現在に至る 

普通株式  5,000株 

 
（注）1. ※は新任の監査役候補者であります。 

2. 監査役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。 
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第５号議案 補欠監査役１名選任の件 
 現在の補欠監査役選任の効力は、本総会の開始の時までとなっておりますので、改めて、法令に
定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の社外監査役１名の選任をお願
いいたしたいと存じます。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 
 補欠監査役候補者は次のとおりであります。 
 
氏    名 
（生年月日） 略歴及び重要な兼職の状況 所 有 す る 

当行の株式数 

やす  ひさ   あきら

安 久   彰  
（昭和24年８月12日） 

昭和56年９月 公認会計士登録 公認会計士安久彰事務所開
設 現在に至る 

平成３年８月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法
人）に社員加入 

平成11年７月 敦賀市代表監査委員 現在に至る 
平成22年６月 新日本有限責任監査法人退職 
平成23年６月 有限会社エムエスアンドエーシステムズ代表

取締役 現在に至る 

普通株式  0株 

 
（注）1. 補欠監査役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。 

2. 安久彰氏は補欠の社外監査役候補者であります。 
3. 安久彰氏は、公認会計士として培われた専門的な知識を有しておられ、また監査法人勤務時には、銀行業を
はじめ様々な業種を担当されてきた経験を有しておられます。企業経営にも携わっており、監査役に就任さ
れた場合に、その知識、経験等を当行の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者として
選任をお願いするものであります。 

4. 当行は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当行への損害賠償責
任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、安久彰氏が監査役に就任された場合、当
行は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。 

 その契約内容の概要は次のとおりであります。 
・社外監査役が任務を怠ったことによって当行に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額を限度としてその責任を負う。 

・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ
重大な過失がないときに限るものとする。 
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第６号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 
 本株主総会終結の時をもって任期満了により退任されます取締役酒井英一、長谷川俊文の両氏お
よび本株主総会終結の時をもって辞任により退任されます監査役三田村謙、出口克幸の両氏に対し、
在任中の労に報いるため、当行の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈
呈することといたしたく存じます。 
 なお、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等については、退任取締役については取締役会
に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。 
 退任取締役および退任監査役の略歴は次のとおりであります。 
 
氏    名 略        歴 

酒 井 英 一 平成24年当行取締役 現在に至る。 

長谷川 俊 文 平成26年当行取締役 現在に至る。 

三田村   謙 平成24年当行監査役 現在に至る。 

出 口 克 幸 平成28年当行監査役 現在に至る。 

 
以 上 
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